２０２５．１０．３０
Ｎo.１２３１号
2025賃金確定闘争～第２回幹事団交渉報告
交渉決裂を回避する意思があるのならば、モチベーション維持の具体案を示してください
「自主交渉自主決着」の良き伝統を守り続けるためには、当局からの条件提示が不可欠です

県労連は10月29日、第２回幹事団交渉を行いました（詳細３頁）。
当局から、人事異動内示の早期化などについて微々たる前進回答があったものの、今期の重点課題等については、従前の回答を繰り返すのみでした。

今回は、以下の二点の課題について、自治労県職労の見解を記します。

独自号給廃止提案について…
　当局は今回の交渉でも、これまで国との職員構成の違いを理由に措置されてきた県独自号給を廃止する提案を繰り返しました。
　この提案内容は、号給追加部分を廃止し得られる原資も使い、2028（令和10）年度まで段階的に地域手当の支給割合を増やしていく（14％）というものです。

　今年4月1日現在、一般行政職だけで約900名が追加号給対象者とされています（人事課調べ）。つまり、職員全体の給与の底上げのために、高年齢層の約900名が犠牲を強いられる、という提案内容なのです（提案が実行されれば、対象者に収入減等のマイナスが生じることは当局も認めています）。

　わたしたちは、仮に号給廃止が実行された場合、対象となる職員の勤労意欲やモチベーションが到底

維持できないだろうと考えています。その上で、仮に廃止の提案をするのであれば、十分予見される多くの問題を回避するための具体策を併せて示すよう、再三要求してきました。

それにもかかわらず、当局はいまだに求めに応じていないのです。

わたしたちは、長年築き上げてきた「自主交渉自主決着」の良き労使慣行を最大限尊重したいと考えています。しかしながら、当局の認識が仮に「号給廃止を断行しても我々の大義は理解され、マイナス提案を唯々諾々受け入れてくれるはず」とでも考えているのであれば、話し合いの妥協点を見出すことは困難であり、提案の完全撤廃を求める以外に選択の余地はありません。

独自号給の廃止を提案しているのは当局の側であり、わたしたち職員が話し合い、納得するための材料を提示する責務は当局にあります。

最終交渉は約２週間後です。一日も早く、妥協点を探り出すための具体案の提示を求めます。

会計年度任用職員の更新上限撤廃につ

いて…
すでに国や他の多くの自治体では、会計年度任用職員の再度任用が可能な回数（最大２回まで）が撤廃されています。わたしたちは今期交渉において、本県でも同様に、更新上限を撤廃するよう求めていますが、当局は「上限回数があることで県民サービスに支障が生じる職種がなかったため、現時点で撤廃は考えていない」と繰り返し、将来的な見直しの可能性についても「県民サービスに具体的な支障が認められる職種がある場合」に限るとしています。

わたしたちがこの要求をしている理由は、３年毎に例外なく採用業務を余儀なくされる所属の負担軽減とともに、不安定な境遇に置かれている会計年度任用職員の安定雇用が確保され、長年の経験で培った能力や知識が還元できると考えているからです。

一部から、公務員採用の公開平等の原則に反するのではとの意見もありますが、わたしたちは、真に所属が必要としている場合、広く募集を行い客観的な能力実証を行うことに何ら反対していません。

もはや、総務省ですら「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」に掲載されていた再採用の取扱いルールを削除しているのに、なぜこの問題に目を背け続けるのか理解ができないのです。

わたしたちの周りには、多くの会計年度任用職員の方々が、常勤職員よりはるかに厳しい境遇でそれぞれの所属を支えてくれています。こうした仲間が、更新期限が近づく度に雇用継続の不安を訴える声を、聞こうとする姿勢すら示せないのはなぜなのでしょうか。
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	課題
	県労連の要求・主張
	当局の回答・逆提案

	１.賃金水準の確保
	〇物価上昇による実質賃金の低下を考慮し、基本賃金についてはすべての職員の生活改善につながる水準に引上げ、プラス勧告をすみやかに実施し、年内に差額を支給すること。

○定年引上げをふまえ、55歳昇給停止を見直すこと。すべての在職者が定年まで昇給が可能になるよう号給の追加を行うこと。

○採用にあたっては、昇格運用または給与の格付けについて検討し、改善すること。とりわけ、研究職等の昇格運用の改善を図ること。

○昇格制度の変更を行う場合、賃金制度運用上の改悪とならないこと。

○給料表間の異動に伴う給与決定基準の改善を図ること。

○自動車等使用者に対する通勤手当等について、職員の負担軽減を図るため、距離区分・手当額、有料の駐車場利用を含めた改善を行うこと。

○鉄道・バスの利用距離が1ｋｍ未満であっても、通勤手当の支給対象とすること。

○勤勉手当の勤務成績に応じた区分の間差を拡大しないこと。
	○人勧尊重が基本。４年連続プラス勧告実施はモチベーション維持向上や人材確保に。一方で、財政状況、透明性、説明責任、社会情勢、国や他団体との均衡の観点で見直すべきところは見直す必要がある。これまでの自主交渉自主決着をふまえ、交渉全体の中で話し合う。

●本日の段階では、勧告の完全実施について明言できない。

○勤勉手当の成績率は、間差は11.5のまま、すべての区分について1.25ずつ引上げたい。
○人事委員会報告では、国の給与のアップデートによる地域手当の引き上げにあたっては、給与水準が適切に見直されていることが前提で、号給追加部分の見直しを求めるとされている。地域手当の引上げのためには県独自で追加している号給を見直し、国準拠にする必要がある。2026年４月から号給追加を廃止し、国に準拠に見直したい。

○通勤手当について、国が見直しを検討している４点の課題（①交通用具使用者の通勤手当の引き上げ。片道10ｋｍ～60ｋｍの距離区分を200円～7100円の幅で引上げ。②距離区分の新設。65km以上から100km以上の区分を５km刻みに金額を設定。③駐車場等利用の通勤手当の新設。④月の途中採用の通勤手当の支給。について、国の詳細が分かり次第しかるべき場で話し合いたい。また、④の施行日については、県の実情に合わせた制度設計を行うため、R9.4に導入したい。

	２.再任用職員の賃金・労働条件
	〇再任用職員の賃金水準について、定年引上げをふまえ、改善を図ること。

○一時金の支給月数や生活に関連する諸手当を常勤と同様にすること。
	○再任用職員制度は、導入時の民間との均衡で作られ、人勧等で改善をしてきた。処遇に関する現場の声については、毎年度、総務省に改善すべきと申し入れをしている。

●本県独自の引き上げを行うことは困難だ。

	３.臨時的任用職員、会計年度任用職員
	〇臨時的任用職員における、経験に応じた級・号給の格付けなど、常勤職員の昇格実態をふまえて改善すること。

〇通勤手当の改善を図ること。月の途中で採用された場合、日割り支給とすること。
○任用、雇用、基本報酬、格付け、一時金、扶養・住居手当などの生活関連手当の支給、労働条件について引き続き改善していくこと。

○継続雇用に努めるとともに、雇用更新年限を設定しないこと。また、いわゆるパートタイム労働法の主旨をふまえ、正規職員への転換措置を講じること。
○報酬の支給を当月払いとすること。また、差額については、職員と同様に速やかに支給すること。

○男女雇用機会均等法や労働法制などで民間の非正規労働者が保障されている諸権利について、同等の権利を保障すること。
	○月途中で採用された場合の通勤手当の支給について、国が見直しを検討していることから、しかるべき場で話し合いたい。施行日は、県の実情に合わせた制度設計を行うため、R9.4に導入したい。

○再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員の給与等については、国や他都道府県との均衡や民間法制を考慮して話し合い、措置してきた。
○地方公務員の休暇については、地方公務員法第24条第4項により国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない、との考えが基本になる。

○会計年度任用職員の報酬等の改定については、常勤職員の状況を踏まえ実施する。

○会計年度任用職員の再度任用が可能な回数について、国では見直しが行われたことは承知しているが、７月に該当職員を任用する所属の調査した結果、上限回数があることで県民サービスに支障が生じる職種はなかったため、現時点で撤廃は考えていない。今後、県民サービスに具体的な支障が認められる職種がある場合は見直しを検討する。

	４．労働時間の短縮・休暇制度の拡充
	○上限月45時間・年間360時間の時間外労働、在校等時間の適切な把握および上限規制を確実に遵守し、上限規制のあり方を含め検証を行うこと。

○事業の円滑な遂行を行うためにも年度によって定期人事異動の時期を変更しないこと。また、円滑な業務引継ぎ、庶務担当者の負担軽減、通勤手当の早期支給の観点からも人事異動時の内示時期を半月程度早めること。
	○時間外勤務月８０時間超職員ゼロの目標は今年も達成できなかった。改めて勤務時間を適切に管理し、長時間労働の是正に取り組む。

●人事異動内示の早期化ついて、現在、一次内示（意向打診）を異動日から7営業日前、二次内示（異動先所属と接触可）を異動日から4営業日前のところ、一次と二次の区分を無くし、主査級以下については異動日の7営業日前、副主幹級以上については6営業日前に内示を実施することとする（R8年度より）

	５．仕事と家庭の両立支援の拡充
	○育児休業等について、取得要件の改善をはかるとともに、退職手当・一時金算定の在職期間から除算しないこと。

○子の看護等休暇における、要件・日数の拡大と対象年齢を引上げること。
	●子の看護等休暇の今期での見直しは考えていない。

○事実婚や同性パートナーの育児休暇、子の看護等休暇、不妊治療休暇等について、取得できることとしたい。

	６．人材確保及び育成
	○公務職場への人材確保の視点から、初任給決定基準の改善を図り、すべての給料表で初任給を4号給引上げること。

○離職者の増加に対する抜本的な対策を講ずること。また、退職理由を問わない再採用制度を導入すること。
	●理由を問わない再採用制度の導入について、国の人事院報告では、柔軟な再採用制度を検討し、R8年度から運用を開始するとしていることから、県でも再採用制度の要件など研究していきたい。

	７．ハラスメント対策、障害者施策
	○県民等からの理不尽な対応等（カスハラ）の実態把握調査を継続して行うこと。また、カスハラにあった職員のストレス対応や事後のケアについて具体化すること。

○障害者差別解消法の施行による合理的配慮の提供義務について、当局は講ずべき事項について責任を持って対応すること。
	○３月に「神奈川県庁カスタマーハラスメント対策基本方針を策定したところ。

○障害を持つ職員の人事異動内示については、異動先の経路確認等の確認から早期化が必要との要求もあるため、改めて提案する。


県労連202５確定闘争日程

〇10月31日（金）　県労連総決起集会

　　　18時30分～　（横浜市技能文化会館）

〇11月６日（木）　　決議文手交

〇11月11日（火）　県労連最終交渉

　　　　　　　　　　自治労県職労拡大評議委

〇11月13日（木）　戦術配置

